
第４回境港市農業委員会総会議事録  
１．開催日時 令和２年４月１０日（金） 午後１時３０分から午後３時００分まで  
２．開催場所 境港市役所 第１会議室  
３．出席委員（１１人）    会長（議長）   ９番  足 立 晋 哉 

農業委員     １番  酒 井 美智子  
３番  阿 部 和 夫 
４番  佐々木   隆 
５番  藪 内   明 
６番  古 德 哲 郎 
７番  足 立 惠 一    最適化推進委員 １０番  濵 田   孝 
１１番  角     興 
１２番  築 谷 敏 樹            １３番  永 井 和 人  

４．欠席委員      ２番  河 岡   誠             
５．農業委員会事務局職員 （  ）は前任者    事務局長  山 田 幹 夫  

主 幹   隠 岐 京 子 ※欠席 （ 川 田 潤 ）   三 瀬 健 太 郎  
主 任   須 山 裕 介 、 西  洋 平 （ 原  康 徳 ） 
主 事   高 山 人 志 （ 岡 本 美 紀 ）  

６．議事日程   第１ 議事録署名委員の指名 
第２ 会務報告 
第３ 議案審議及び報告     議案第１１号 職員の任免について       議案第１２号 農地法第３条の規定による許可申請について       議案第１３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

報告第 ９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書       報告第１０号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について  



７．会議の概要  
議  長 ただ今から、令和２年第４回境港市農業委員会総会を開会いたします。      本日の欠席委員は１名ですので、定足数に達しており会議は成立しております。 

それでは、委員会会議規則第１１条第２項に規定する総会の 
議事録署名委員について、議長から指名してよろしいでしょうか。       （「異議なし」の声あり）  

議  長 それでは、１番酒井委員、３番阿部委員にお願いします。      続いて、会務報告を行います。       （会長から次の事項について会務報告）       令和２年３月２３日（月）常設審議委員会、農業会議臨時総会  
議  長 それでは、議案審議に入ります。議案第１１号「職員の任免について」を議題

とします。事務局より説明をお願いします。  
事 務 局 議案第１１号「職員の任免について」を説明させていただきます。      ４月１日付けの境港市の人事異動に伴い、農業委員会事務局職員の任免につい

て、議案書１ページのとおり提案するものです。農政課の３名の職員を併任し、

環境衛生課と長寿社会課に異動となった２名と、農政課の１人の職員の併任を

解くものであります。２ページには、任免後の事務局職員の名簿を掲載してお

ります。定数条例のとおり、６名の職員が併任となります。以上です。  
議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等はありませんか。  それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。       （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第１１号は、原案のとおり承認されました。  
事 務 局  それではここで議事を一旦中断し、この度併任する職員の辞令交付式を行いま

す。  
（辞令交付式を実施）   



議  長 続いて、議案第１２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題 
とします。事務局より説明をお願いします。  

事 務 局 議案第１２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を説明させて 
いただきます。議案の３～５ページです。  
（番号１） 
譲渡人が東伯郡琴浦町のＡさんで、譲受人が高松町のＢさんです。 
申請地を贈与により所有権移転し水稲を栽培するという申請内容です。土地の

所在は、境港市新屋町・田・９２９㎡、で農用地区域内にあります。地図は４

ページです。次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する

事項について、ご説明します。まず、第１号の全部効率利用要件についてです

が、所有権移転後も耕作を維持するとのことですので、農地を効率的に利用で

きると見込まれます。第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号

の信託要件の規定については、いずれも該当しておりません。第４号の農作業

常時従事要件ですが、譲受人は１年を通して農作業に従事されるということで、

農作業への常時従事は可能と見込まれます。第５号の下限面積要件についてで

すが、他耕作農地面積が、３，４２３㎡で、合計耕作農地面積が、４，３５２

㎡となり、下限面積要件の２０アールを満たすこととなります。第６号の転貸

禁止要件には該当いたしません。第７号の地域調和要件ですが、耕作を維持す

ることで農地の荒廃を防ぐことができるということで、今回の権利設定及び権

利移動により、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生

じないものと考えられます。以上のことから、農地法第３条第２項各号には該

当せず、許可要件の全てを満たしていると判断しております。現地調査は、足

立会長、築谷委員にお願いしました。以上です。  
足立会長 （現地調査について説明）      耕作してもらえるということであれば全く問題は無いと思います。 

皆様の審議をお願いします。  
事 務 局（番号２）       譲渡人が東伯郡琴浦町のＡさんで、譲受人が高松町のＣさんです。 

申請地を売買により所有権移転し野菜等を栽培するという申請内容です。土地

の所在は、境港市新屋町・畑・３２３㎡で調整区域内にあります。地図は５ペ

ージです。次に、農地法第３条第２項各号の農地の権利移動の制限に関する事

項について、ご説明します。まず、第１号の全部効率利用要件についてですが、

所有権移転後も耕作を維持するとのことですので、農地を効率的に利用できる

と見込まれます。 



事 務 局 第２号の農地所有適格法人以外の法人の規定及び第３号の信託要件の規定に
ついては、いずれも該当しておりません。第４号の農作業常時従事要件ですが、

譲受人は１年を通して農作業に従事されるということで、農作業への常時従事

は可能と見込まれます。第５号の下限面積要件についてですが、他耕作農地面

積が、１０，４７５㎡で、合計耕作農地面積が、１０，７９８㎡となり、下限

面積要件の２０アールを満たすこととなります。第６号の転貸禁止要件には該

当いたしません。第７号の地域調和要件ですが、耕作を維持することで農地の

荒廃を防ぐことができるということで、今回の権利設定及び権利移動により、

周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと

考えられます。以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当せず、許可

要件の全てを満たしていると判断しております。現地調査は、足立会長、築谷

委員にお願いしました。以上です。  
足立会長 （現地調査について説明）      草が生い茂っているので耕作者によって整地されればいいなと考えます。      皆様の審議をお願いします。  
議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等はありませんか。  それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。       （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第１２号は、原案のとおり承認されました。      続いて、議案第１３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」 

を議題とします。事務局より説明をお願いします。  
事 務 局 議案第１３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を説明 

させていただきます。議案の６～３１ページです。  
（番号１） 
譲渡人は、境港市森岡町のＤさんで、譲受人は米子市のＥさんです。土地の所

在は、９ページにあります芝町・田・５８５㎡、及び芝町・田・４４５㎡、合

計１，０３０㎡です。申請理由は、申請地を売買により譲り受けて、太陽光発

電施設の管理資材置き場を設置したいということです。申請地周辺の農地区分

につきましては、住宅が連たんしている区域に近接している区域であり、第２

種農地に該当します。資力及び信用につきましては、金融機関からの残高証明

書が提出されております。  



事 務 局 遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業計画
書から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付されております。

計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適当と思われます。

周辺農地の営農条件への支障につきましては、盛土切土をせず現状のまま使用

するとのことから、流水等による被害発生の恐れはないと考えられます。水路

放流に係る地元農事実行組合への同意は取っておられます。現地調査は、足立

会長、築谷委員にお願いしました。以上です。  
築谷委員 （現地調査について説明） 

北側にはソーラーパネルが設置されており、その資材置き場にしたいという 
ことです。皆様の審議をお願いします。  

事 務 局 （番号２）      譲渡人は、境港市渡町のＦさんで、譲受人は米子市のＧさんです。土地の所在
は、１３ページにあります渡町・畑・３１０㎡です。申請理由は、申請地を使

用貸借により借り受けて、一般個人住宅を建築したいということです。申請地

周辺の農地区分につきましては、住宅が連たんしている区域であり、第３種農

地に該当します。資力及び信用につきましては、金融機関からの融資証明書が

提出されております。遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、

添付された事業計画書から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は

添付されております。計画面積につきましては、添付された土地利用計画図か

ら適当と思われます。周辺農地の営農条件への支障につきましては、盛土切土

をせず現状のまま使用するとのことから、流水等による被害発生の恐れはない

と考えられます。隣接耕作者への同意は取っておられます。現地調査は、足立

会長、築谷委員にお願いしました。以上です。  
築谷委員 （現地調査について説明） 

周辺には住宅が多くあり、農地はありませんので問題は無いと思います。 
皆様の審議をお願いします。  
（番号３、４） 

事 務 局 譲渡人は、境港市渡町のＨさん、境港市渡町のＩさんで、譲受人は東京都Ｊさ
んです。土地の所在は、１７ページにあります渡町・畑・３１３㎡、渡町・畑・

４７６㎡、渡町・畑・１７㎡、渡町・畑・４５６㎡、渡町・畑・１１９㎡、合

計１，３８１㎡です。申請理由は、申請地を売買により所有権移転し、太陽光

発電施設を設置したいということです。申請地周辺の農地区分につきましては、

住宅が連たんしている区域に近接している区域であり、第２種農地に該当しま

す。 



事 務 局 資力及び信用につきましては、金融機関からの残高証明書が提出されておりま
す。遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業

計画書から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付されており

ます。計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適当と思われ

ます。周辺農地の営農条件への支障につきましては、外周にフェンスと素掘り

の水路を設置するとのことから、流水等による被害発生の恐れはないと考えら

れます。隣接耕作者への同意書は取っておられます。現地調査は、足立会長、

築谷委員にお願いしました。以上です。  
築谷委員 （現地調査について説明）      耕作放棄地となっており、土も柔らかくトラクターも入りにくいのではないか      と思います。耕作ができない状況のため適当ではないかと思う。皆様の審議を

お願いします。  
事 務 局 （番号５）      地上権設定者は、境港市芝町のＫさん、新潟県のＬさんで、地上権者は東京都

Ｊさんです。土地の所在は、２３ページにあります渡町・畑・２，４１６㎡の

内１，１９７㎡です。申請理由は、申請地を地上権設定により借り受け、太陽

光発電施設を設置したいということです。申請地周辺の農地区分につきまして

は、住宅が連たんしている区域に近接している区域であり、第２種農地に該当

します。資力及び信用につきましては、金融機関からの残高証明書が提出され

ております。遅滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付さ

れた事業計画書から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付さ

れております。計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適当

と思われます。周辺農地の営農条件への支障につきましては、外周にフェンス

と素掘りの水路を設置するとのことから、流水等による被害発生の恐れはない

と考えられます。隣接耕作者への同意書は取っておられます。現地調査は、足

立会長、築谷委員にお願いしました。以上です。  
築谷委員 （現地調査について説明） 

番号３・４と近い場所にある。３・４は売買だが、番号５は地上権設定契約と 
なっている。今後トラブルにならないために契約方法について把握しておく 
べきではないかと考えます。皆様の審議をお願いします。  

事 務 局  申請者が依頼している行政書士等に確認したところ、契約書は着工の時に交わ      すので現在は無いとのことです。ただし契約の際には「返還の場合、現状復旧 
を行う」という旨の文章を入れるようです。  



議  長 契約書の写しはもらうことはできますか。  
事 務 局 必須書類ではありませんが契約書が出来次第、事務局に送付していただくよう 

お願いしました。  
議  長 契約の補足について説明をお願いします。  
事 務 局 賃借権は基本的に最長２０年でしたが、４月の法改正により最長５０年となり 

ました。ただし親子関係のような金銭が発生しないものの受け渡しにつきまし 
ては永年という設定ができます。地上権は賃借権よりも強い権利となっており、

地上権を受けたものは別の人に転貸しても問題無いというような特性を持って

います。民法上、地上権は永年契約を結べることとなっています。  
永井委員 永年とは具体的に何年以上をさしますか。  
事 務 局 ５０年以上です。  
築谷委員 同じ会社であるのに売買であったり地上権設定であったり、契約方法が異なる      のはどういう理由でしょうか。  
事 務 局 基本的にＪさんは土地所有者に対して地上権設定をした上での永年契約を打

診するということです。その中で売買を希望される方についてはそのような契

約方法をとると聞いております。  
築谷委員 了解しました。  
事 務 局 （番号６）      地上権設定者は、米子市のＭさんで、地上権者は東京都のＪさんです。土地の

所在は、２６ページにあります森岡町・畑・２，６０２㎡の内、１，６１０㎡

です。申請理由は、申請地を地上権設定により借り受け、太陽光発電施設を設

置したいということです。申請地周辺の農地区分につきましては、住宅が連た

んしている区域に近接している区域であり、第２種農地に該当します。資力及

び信用につきましては、金融機関からの残高証明書が提出されております。遅

滞なく転用目的に供することの確実性につきましては、添付された事業計画書

から妥当と判断されます。土地改良区の同意の意見書は添付されております。

計画面積につきましては、添付された土地利用計画図から適当と思われます。

周辺農地の営農条件への支障につきましては、外周にフェンスと素掘りの水路

を設置するとのことから、流水等による被害発生の恐れはないと考えられます。 



事 務 局 隣接耕作者への同意書は取っておられます。現地調査は、足立会長、築谷委員
にお願いしました。以上です。  

築谷委員 （現地調査について説明） 
問題は無いと考えます。皆様の審議をお願いします。  

事 務 局 （番号７）      譲渡人は、境港市渡町のＮさんで、譲受人は岡山県のＯさんです。土地の所在
は、２９ページにあります渡町・畑・８２２㎡です。申請理由は、申請地を売

買により所有権移転し、太陽光発電施設を設置したいということです。申請地

周辺の農地区分につきましては、住宅が連たんしている区域に近接している区

域であり、第２種農地に該当します。資力及び信用につきましては、金融機関

からの残高証明書が提出されております。遅滞なく転用目的に供することの確

実性につきましては、添付された事業計画書から妥当と判断されます。土地改

良区の同意の意見書は添付されております。計画面積につきましては、添付さ

れた土地利用計画図から適当と思われます。周辺農地の営農条件への支障につ

きましては、外周にフェンスと素掘りの水路を設置するとのことから、流水等

による被害発生の恐れはないと考えられます。現地調査は、足立会長、築谷委

員にお願いしました。以上です。  
築谷委員 （現地調査について説明）      周辺一帯が整地されている状態であり、残りの部分を購入したいということで 

あるようです。問題は無いと思います。皆様の審議をお願いします。  
議  長 事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問等はありませんか。  それでは採決いたします。賛成の方は挙手をお願いします。       （全員挙手）  
議  長 全員賛成ですので、議案第１３号は、原案のとおり承認されました。   

（事務局から次の事項について報告） 
報告第 ９号 農地法第１８条第６項の規定による通知書 
報告第１０号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について    



     （事務局からその他項目について説明） 
・今後の予定     〇西部農業委員会会長協議会総会（会長・事務局長）                           令和２年 ４月１４日（火） 
○常設審議委員会（会長）          令和２年  ４月２２日（水）  〇令和２年第５回境港市農業委員会総会    令和２年 ５月１２日（火）  
・農業委員会情報 ４月号「令和２年春季農作業労賃標準額」          ５月号「農地の転用について」予定        ・農業委員会の委員等の綱紀保持に関する申し合わせ決議について     ・農地中間管理の説明について     ・令和２年度農業関係予算説明  

議  長 以上で、本日の審議は終了いたしましたが、その他に皆さんの方からございま
せんか。  

（令和２年度農業関係予算説明について） 
薮内委員 白ネギの農薬に関する補助は特産野菜維持対策費の中に入っているのでしょ

うか。  
事 務 局  入っています。  
議  長 農地耕作条件改善事業について、余子地区で実施したところが現在誰も使って 

おられないようですが。  
事 務 局  当該土地は石が多く耕作者が敬遠している状況です。以前使用していた農家の      方が大分取り除いたという話は聞いております。  
議  長 市でトラクターをかけるというようなことはしないのでしょうか。  
事 務 局  現状草が少し生えておりますが土地の性質上、トラクターをかけると飛砂の      問題が出てきます。当面はトラクターをかける予定はありません。    



議  長 以上をもちまして令和２年第４回境港市農業委員会総会を閉会します。   
令和２年４月１０日     境港市農業委員会  

議  長                                      
署名委員                                
署名委員                               


